
 
 

農地法第４・５条許可申請の許可までの流れ

申
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農
業
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（
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）

※
毎
月
10
日
頃 

①申請書提出

②現地・書類確認

 
（毎月 7日締切） 

※④30ａを超える案件
　　30ａ以下（甲種・１種）

 
 

⑤答申 ③

※④は答申日以降

許可書交付 
（毎月 20日以降）

※許可書は、申請月（7日までに提出されたものに限る）の同月 20日以降となります。 

農地法第３条許可申請の許可までの流れ
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※
毎
月
20
日 

①申請書提出 
（毎月 7日締切） 

②現地・書類確認 

③許可決定 ④許可書交付 
（総会の翌日以降） 

※申請の受付締切日は毎月７日です。 
（締切日が土日祝日の場合は、直後の平日。総会開催日も同じ。） 


